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・発達障害
・知的障害
・うつ病／不安障害
・心身症
・統合失調症
・ゲーム・ネット関連の問
題

・不登校
・被虐待
・摂食障害 等

主な疾患名／受診理由

○ 児童・思春期精神医療は、主に２０歳未満のこころの問題を対象としている。
○ 発達障害やうつ病等の精神疾患以外に、「不登校」「３歳になっても話さない」等の理由で受診する場合もある。
○ 学校や児童相談所など、他機関との連携が求められ、実践されていることが多い。

受診契機の例

子育ての悩み

本人が
受診を希望

健診の
フォローアップ

他医療機関
（小児科等）から紹介

学校生活の悩み

児童・思春期精神医療について
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統合失調症，統合失調症型障害及び妄想

性障害

気分［感情］障害（躁うつ病を含む）

神経症性障害，ストレス関連障害及び身

体表現性障害

その他の精神及び行動の障害

てんかん

※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている

（単位：万人）

資料：厚生労働省「患者調査」より

厚生労働省障害保健福祉部で作成

11.7

13.9

16.4
17.7 17.9

27.0
27.6

20歳未満の精神疾患総患者数（疾病別内訳）

○ 平成29年に医療機関を継続的に受療している20歳未満の精神疾患を有する総患者数は
27.6 万人であり、平成11 年の総患者数の11.7 万人から増加傾向にある。
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措置入院 医療保護入院 任意入院

17人 42人

1,078人

1,461人

744人

794人

精神・障害保健課調べ（各年度6月30日現在）

在
院
患
者
数

令和2年6月30日時点の
20歳未満の精神科在院患者数

（疾患分類別）

統合失調症、
統合失調型障
害及び妄想性

障害

490人(21.2%）

気分
（感情）障害

227人（9.8%）

その他
290人

（12.5%） 心理的
発達の障害
627人(27.1%)

神経症性障害、
ストレス関連障害
及び身体表現性障害

405人(17.5%)

小児期及び青年期に
通常発症する行動及び
情緒の障害及び
特定不能の精神障害
274人(11.8%)

+25.5%

+39.2%

+123.5%

※成人の精神科在院患者では、統合失調症と認知症等
の２つの疾患群が在院患者の７割以上を占める

20歳未満の精神疾患在院患者数（入院形態別／疾患分類別）

○ 20歳未満の精神疾患在院患者（調査日時点で精神病床に入院していた患者）においては、心
理的発達の障害（発達障害等）、統合失調症、神経症性障害など、疾患分類が多様である。
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B001-4 小児特定疾患カウンセリング料
〔主な算定要件〕

別に厚生労働大臣が定める基準を満たす小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、
小児科又は心療内科を担当する医師又は公認心理師が、18歳未満の心理的発達の障害等の患者に
対して、療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する

I 002 通院・在宅精神療法 20歳未満加算
〔主な算定要件〕

20歳未満の患者に対して、精神科を担当する医師が、必要に応じて児童相談所等との連携や保護者
等への指導を行った上で、通院・在宅精神療法を行った場合に算定する

I 002 児童思春期精神科専門管理加算
〔主な算定要件〕

施設基準を満たす保険医療機関において、精神科を担当する医師が、16歳未満の患者に対して、通
院・在宅精神療法を行った場合に算定する

【直近の改定における対応】
・必要に応じて児童相談所等との連携や保護者等に対する指導を行うことを要件として明示した上で、評価を充実（平
成26年度）

【直近の改定における対応】
・心療内科を標榜する医療機関においても算定可能となるよう見直し（平成30年度）
・対象患者を15歳未満から18歳未満に見直し（平成30年度）
・公認心理師が実施する場合の評価を新設（令和2年度）

【直近の改定における対応】
・専門的な精神医療を提供している保険医療機関や特定機能病院が行う、20歳未満の患者に対する通院・在宅精神
療法の評価を新設（平成28年度）

※赤字は平成26年度改定以降の見直し

精神疾患等を有する児童・思春期の患者に対する
外来診療に係る診療報酬上の評価
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I００２ 通院・在宅精神療法 注４ 児童思春期専門管理加算
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合 ５００点 （最初の受診日から2年以内に限る。）
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合

１，２００点（最初の受診日から３ヶ月以内に１回に限り算定。）

［算定要件］
特定機能病院若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以

外の保険医療機関であって施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、区分に従い、通院・在宅精
神療法を行った場合に算定する。

[施設基準] （抜粋）
(1) 精神保健指定医に指定されてから５年以上にわたって主として20歳未満の患者の精神医療に従事した経験を有する専

任の常勤精神保健指定医が１名以上勤務していること。
(2) (１)の他、主として20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験１年以上を含む精神科の経験３年以上の専任の

常勤精神科医が、１名以上勤務していること。
(3) 20 歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が１名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関が過去６か月間に当該療法を実施した16 歳未満の患者の数が、月平均40 人以上であること。
(5) 診療所である保険医療機関の場合は、(１)から(４)までに加え、当該保険医療機関が過去６か月間に当該療法を実施し

た患者のうち、50%以上が16 歳未満の者であること。

（※）施設基準に適合しない保険医療機関において、20歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合は、最初に受診し
た日から１年以内に限り、350点を加算できることとされている。

届出医療機関：121施設（令和2年7月1日保険局医療課調べ）

算定状況：16歳未満の患者に実施した場合 264,303件
20歳未満の患者の病状の評価等を60分以上実施した場合 14,985件
（平成31年4月～令和2年3月 NDBオープンデータ）

児童思春期専門管理加算の概要
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医療機関

受診

初
診
待
機
解
消
事
業

アセスメント・カウンセリング対応職員・機関（児童発達支援センターや発達
障害者支援センターに委託）

① 患者のアセスメント
② 保護者へのカウンセリング を実施

実
施
内
容
を
医
療
機
関
に
予
め
伝
達

事前情報等を踏まえ
た診療の実施

医療機関にアセスメント・カウンセリング対応職員を配置

医療機関内でアセスメント、
カウンセリングを実施する
職員又は地域の関係機関か
ら聞き取りを行うケース
ワーカーを増やすことによ
り、待機の解消を図る。

医療機関での対応
時間が短くなり待
機機関が短縮！

発達障害児者
とその家族

地
域
の
実
情
に
よ
り
選
択

受
診
申
込

○ 平成29年１月の総務省「発達障害者支援に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」では、発達
障害の診断にかかる初診時の待機期間が長期化しているという指摘がなされている。

○ 発達障害を有する患者の診療を実施している医療機関について、初診待機の早期解消が求められ
ている。

【発達障害診断待機解消事業】

事業概要：地域における発達障害の診断待機を解消するため、「発達障害専門医療機関初診待機解消事業」及び

「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」 を実施し、発達障害を早期に診断する体制を確保する。

実施主体：都道府県、指定都市（事業の一部について委託可）

令和３年度予算：92,909千円（82,187千円）

発達障害の診断に係る初診時の待機期間について
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一般病院 一般診療所

保健所

市町村保健センター

発達障害者支援センター

療育施設

福祉施設

学校等教育機関

司法機関 など

心の問題を持つ子どもと家族

児童相談所

相談

支援

相談

相談

支援

支援

地域の諸機関

地域の医療機関

連
携

連
携

連携

○ 児童・思春期の精神医療について、子どもと家族の心の問題に対して、地域の関係機関と連携し、
包括的な支援が行われている。

【子どもの心の診療ネットワーク事業】

事業概要：様々な子どもの心の問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応するため、都道府県及び指定都市におけ

る拠点病院を中核とし、地域の諸機関と連携した支援体制の構築を図る。

実施主体：都道府県、指定都市 （令和２年度の実施自治体数：２１自治体）

令和３年度予算：1都道府県市1,458千円（月額）

関係機関に専門家を派遣
実地研修等、専門職の育成
普及啓発、情報提供

都道府県等拠点病院

児童・思春期の精神医療に係る地域の連携体制構築について
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【調査概要】
調査方法：平成27年4月の全新規患者のカルテ情報より、半年ごと10期間

に区切って、各期間の受診・連携の有無を5年間追跡調査
調査数：42施設・44診療科 （児童・思春期精神医療の専門機関）
調査項目：患者内訳、初診後の診療継続期間

他機関連携（文書・電話による情報交換や会議への参加等）

＜対象者の初診時年齢＞

0

200

400

600

0-4才 5-9才 10-14才 15-19才

平均年齢：11.1歳

人

診療継続率 連携実施率

2年以上診療
47%

5年以上診療
26%

令和2～3年度厚生労働科学研究「児童思春期精神疾患の診療実態把握と連携推進のための研究」（研究代表者：五十嵐 隆）

初診時の連携
33%

2～5年後の連携
約20%

○ 児童・思春期精神医療の専門医療機関におけるカルテ調査では、初診から２年以上継続して診療して
いる患者は47％、５年以上については26％であった。

○ 初診後２年以上の患者の約2割で、学校や児童相談所との連携が半年に1回以上行われていた。
○ 初診後５年の時点でも、同様に受診患者の約2割に連携が行われていた。

児童・思春期精神医療の専門医療機関における診療期間について
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○ 20歳未満の精神疾患の患者は、診断、治療のために一定期間の診療が行われており、また包括的な支援を要す
るが、現行の診療報酬の評価は、規定の年齢に加えて、初診から一定の年数までの間に限られる。

初
診

I002 通院・在宅精神療法 20歳未満加算

1年以内 （又は20歳未満）

2年以内 （又は16歳未満）

I002 通院・在宅精神療法 児童思春期専門管理加算

B001-4 小児特定疾患カウンセリング料

2年以内 （又は18歳未満）

精神科

小児科・心療内科

規
定
年
齢

通院・在宅精神療法 （成人と同じ）

再診料

通院・在宅精神療法 （成人と同じ）

I 002 通院・在宅精神療法 20歳未満加算
20歳未満の患者に対して、当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合

I 002 児童思春期精神科専門管理加算
イ 16歳未満の患者に対し、当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法 （発達歴や日常生活の状況の聴取・行動観察等を含む）

当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から３月以内の期間に行った場合

B001-4 小児特定疾患カウンセリング料
小児科又は心療内科を標榜する医療機関において、小児科医、心療内科医又は公認心理師がカウンセリングを
18歳未満の患者に行った場合、2年を限度として月2回に限り算定できる

児童・思春期精神医療に係る診療報酬の算定期間
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・ 児童・思春期精神医療を担う医療機関が少なく、初診待機時間が長いなどの課題が生じている。
・ 児童・思春期精神医療の外来診療については、２年以上の診療が約５割の患者で行われており、約２割の事例では初診

後５年の時点でも他機関との連携を要しているが、通院・在宅精神療法 児童思春期専門管理加算等による評価は、初
診から一定年数の間に限られている。

児童・思春期精神医療についての課題（小括）
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